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１．はじめに 
 

(1)背景と目的 

2014 年 8月 20日に発生した広島土砂災害(1)は，平成に

入って以来，風水害による生き埋めでは最大の死者数と

なる 75名に上る犠牲者を出した．今回の豪雨災害により

広島市内で発生した土石流は約 107 件とされているが，

国土地理院の写真判読図 1)からの読み取りによれば，安

佐南区北東部から安佐北区中部に集中する局地災害と言

える．災害復旧工事に時間を要することもあり，災害か

ら 1年となる 2015 年 8月 19日現在でも，広島市の発表

によれば，被災者 4357 世帯 1万 638 名のうち，元の場所

を離れて暮らす人が 830 世帯 1794 名に上る 2)． 

一方，土砂災害当日から避難者を受け入れるため，広

島市地域防災計画 3)に基づく一次避難所及び福祉避難所

が開設された．広島市は，地域における災害時要配慮者

への避難支援体制づくりでは先進的な自治体であり，ま

た，福祉避難所の協定締結も着実に行っていた．そのよ

うな中で開設された福祉避難所等において，想定された

ものの中で何が有効であったか，また何が実際に問題に

なったかは十分に議論されているとは言えない．そこで，

本研究では，災害時要配慮者への避難所対応の観点から，

最も被害が大きかった安佐南区を中心に，広島土砂災害

における福祉避難所等の開設状況実態を把握し，要配慮

者の受入体制を検証する．また，福祉避難所に準ずるも

のとして，①一次避難所内での福祉避難スペースや，②

地域防災計画内で滞在型避難場所と呼んでいる二次避難

所，③高齢者を自主的に受け入れた高齢者施設（サ高住）

等についても調査対象とした． 

福祉避難所は，「福祉避難所設置・運営に関するガイ

ドライン」4)において，対象となる要配慮者の状況に応

じ，地域における①身近な福祉避難所(2)と，②拠点的な

福祉避難所(3)のように，段階的・重層的に設定すること

を勧めている．以下，大災害での福祉避難所等の実態や，

災害に対する事前準備に関する既存研究を概観する． 

阿比留・森田5)は，新潟県中越沖地震における調査で，

要配慮者が家族に隣接するスペースにいる状態，つまり

一次避難所への福祉避難所の併設が，安心環境という点

で望ましいと述べている． 

竹葉・大西6)は2008年から2009年に行った全国調査で，

福祉避難所指定済み市区は半数以下で，指定済みの市区

の半数が想定避難者数に対して，収容力や運営支援員の

確保が不十分であったこと等を指摘している． 

田原・北川・高山7)は社会福祉の立場から，社会福祉

施設が福祉避難所として機能することが期待される一方，

防災意識，施設の宿泊機能，収容力やマンパワーの余裕，

入居者へのケアの質・量，安全面への不安から避難者を

受け入れない傾向があると述べている． 

東北地方太平洋沖地震時に開設された福祉避難所に関

して，細田8）は，一次避難所から特別な配慮が必要な者

を選別するという経路は少なく，直接福祉避難所等へ避

難したケースが多かったと考えられることや，一般の避
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難者も含め定員を大幅に超えて受入れたことを述べてい

る． 

藤野ら9）は，東北地方太平洋沖地震発生以前に自治体

と福祉避難所設置の協定を結んでいなかったが，任意で

開設し，後から福祉避難所として指定を受けた施設が岩

手県で少なくとも25施設あり，福祉避難所の指定の有無

にかかわらず，避難者を受け入れざるを得なかった状況

を明らかにしている． 

広島土砂災害に関する研究テーマとしては，土砂災害

のメカニズム10)11)12)，支援ボランティア13)，DPATの活動

報告14)等が散見される．避難所に関する詳細な調査報告

は見当たらない． 

福祉避難所は，「災害時要援護者の避難支援ガイドラ

イン（2006年改訂）」15)（内閣府）を受けて，自治体と

福祉施設の間で福祉協定を結ぶ取り組みが始まり，2007

年能登半島地震で初めて災害救助法に基づき正式に1ヵ所

設置されたとされる4)．これに先立つ2004年新潟県中越

地震でも，小千谷体育館やケアハウスの一部に事実上福

祉避難所が開設されている．以降，2007年新潟県中越沖

地震では9か所（最大時106名，のべ46日2335名）16)，

2011年東北地方太平洋沖地震では，岩手県74ヵ所，宮城

県177ヵ所，福島県37ヵ所（2010.3.31現在）17)など，福祉

避難所の開設実績は増えている．一方で，厚生労働省の

調査によれば，全国での福祉避難所の指定状況は，1ヵ所

以上指定した市区町村が2012年9月末時点で56.3％と，前

回調査（41.6％，2011年3月末）に比べ進んでいるものの
18)，まだ半数近い市区町村で不十分な準備状況にある． 

広島市において，市と各施設との間で事前に福祉避難

所開設について協定を結んでいたのは，発災当時43ヵ所

で，安佐南区では特別養護老人ホーム・ケアハウス・リ

ハビリテーションセンター等，6ヵ所が協定を結んでいた．

協定では，福祉避難所を設置する期間は災害発生の日か

ら起算して7日以内としており，受け入れ可能人数，障害

者の受け入れ可否，夜間対応の可否に関しては，行政と

個々の施設で協議し，把握していた． 

 

表1 調査対象施設 

番

号 
施設名 避難所種別 開設期間 

避難者

数※ 

指定・

協定の

有無 

災害救

助法で

の取り

扱い 

開設・受入

費用の 

公的負担 

施設負担

による 

任意受入 

備考 

1 佐東公民館 

生活避難場所 

（一次避難所に

あたる） 

8/20 

～11/25 
449名 ○ ○ ○ ― 

①ペット：調理実習室を使用． 

②起き上がり介助用に多くの

段ボールベッドを搬入． 

2 梅林小学校 
8/20 

～10/9 
651名 ○ ○ ○ ― 

①ペット：参考文献20)による

と，ペット同行避難スペースを

設けたとされる． 

②起き上がり介助用に多くの

段ボールベッドを搬入 

3 八木小学校 
8/20 

～10/31 
283名 ○ ○ ○ ― 

ペット：一般の避難者と一緒

に，教室（全24室）に分散し

てペットを受け入れた． 

4 緑井小学校 
8/20 

～10/7 
122名 ○ ○ ○ ―  

5 山本集会所 
8/20 

～9/16 
14名 ○ ○ ○ ―  

6 山本小学校 
8/21 

～9/24 
25名 ○ ○ ○ ―  

7 長束小学校 8/20～31 100名 ○ ○ ○ ―  

8 毘沙門台小学校 8/20～31 92名 ○ ○ ○ ―  

9 
安佐南区 

スポーツセンター 
8/20～24 16名 ○ ○ ○ ―  

10 伴東小学校 8/20～24 0名 ○ ○ ○ ―  

11 祇園西公民館 8/23～31 34名 × ○ ○ ―  

12 
川内の里 

（特養 A） 

福祉避難所 

8/20～21 17名 × ○ 
○ 

（12名） 
14名 

事務手続きが煩雑なため，2

日間で福祉避難所認定を辞

退，任意受入に切り替えた． 

13 
春日野園 

（特養 B） 
8/21～26 1名 ○ ○ 

○ 

（1名） 
× 

ケアマネージャーの要請によ

り福祉避難所開設． 

14 
慈光園 

（特養 C） 
8/20～25 3名 ○ ○ 

○ 

（1名） 
2名 

施設独自の判断で，行政か

ら依頼を受けた1名以外は

任意受入を行なった． 

15 
サービス付き高

齢者向け住宅 a 
任意受入 

8/21～ 

10月下旬 

約 

80名 
× × × 

約 

80名 
 

16 
広島共立病院 

旧病棟 

生活避難場所 

（二次避難所的

に活用） 

9/5 

～12/25 
23名 × ○ 

○ 

(最大時

25名) 

×  

17 
公共宿泊施設 

神田山荘 

滞在型避難場所

（二次避難所に

あたる） 

9/1～30 
3組 

4名 
× ○ 

○ 

（4名） 
×  

※一次避難所・二次避難所はその施設における最大時（日時不明）．福祉避難所・任意受入（サ高住a）は全避難者数．
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福祉避難所の役割に類似したものとして，二次避難所
(4)という名称でホテル等宿泊施設を借り上げる自治体が

東北地方太平洋沖地震時にみられた19)．二次避難所は，

一次避難所 (5)での長期にわたる避難生活に支障がある

人々のために開設され，乳幼児を含む世帯等，より広い

範囲で要配慮避難者の生活環境改善に寄与した．ただし，

福祉避難所と二次避難所を同義として地域防災計画に記

載している自治体も多くあり，明確に区別して定義され

ていない．広島市地域防災計画3)によれば，風水害等の

突発災害における避難所として，大規模災害における生

活避難場所とは別に①短期避難型と②滞在型避難場所の2

区分されており，後者が二次避難所に相当するものと思

われる． 

 

(2)研究方法 

区災害対策本部へのヒアリング調査から，表 1に示さ

れる通り，安佐南区の被災者に向けて開設された避難所

等は，任意に開設された施設を含めて，17か所あること

を確認した．なお，不動産会社など民間の事業所や福祉

施設等が任意で空室を提供していたとされるが，調査協

力が得られなかったため，本研究では割愛する． 

避難所等を把握後，その開設・運営に関わった広島市

職員・安佐南区職員，および施設職員（法人常務理事ま

たは施設長相当の方）に，電話・メール・訪問にてヒア

リング調査を行った．第 1次調査は，2014 年 10月から

2015 年 1月で，その後，補足調査を 2015 年 8月に行な

った．避難所毎のヒアリング調査対象は表 2の通り． 

 

表 2 調査対象 

一次避難所 安佐南区厚生部健康長寿課 

福祉避難所 
安佐南区厚生部健康長寿課 

特養A，特養B，特養C 

サービス付き 

高齢者向け住宅 

サービス付き高齢者向け住宅 a 

二
次
避
難
所 

広島共立病院 

旧病棟 

安佐南区市民部地域おこし推進課 

広島共立病院 

神田山荘 

（宿泊施設） 

安佐南区厚生部健康長寿課 

広島市経済観光局 

神田山荘 

 

 

２．広島土砂災害の概要 
 

(1)被害状況 

2014 年 8月 19日夜から 20日明け方にかけて，日本海

に停滞する前線に向かい，暖かく湿った空気が流れ込み，

広島県では大気の状態が非常に不安定となっていた．安

佐南区八木にある高瀬雨量観測所（国土交通省所管）で

は最大時間雨量 87.0mm，最大 3時間雨量 187.0mm，最

大 24時間雨量 247.0mmを観測 20)した．その隣の安佐北

区三入では最大 24時間雨量が 257.0mmとなり，気象庁

で統計を開始した 1976 年以来最大となった． 

2014年 9月 19日 16時時点で，人的被害は，死者 74名，

重傷者 8名（その後死者 75名，重傷者 7名に修正）(6)，

軽傷者 36名の計 118 名，住家被害は，全壊 133 戸，半壊

122 戸，一部損壊 175戸，床上浸水 1,301 戸，床下浸水

2,828 戸の計 4,559 戸に及んだ 21)． 

 

(2)避難生活が行なわれた施設の概要 

土石流が発生した場所，一次避難所，福祉避難所，二

次避難所等の位置を図 1 に示す．安佐南区では一次避難

所が 11ヵ所，福祉避難所が 3ヵ所，二次避難所が 2ヵ所

開設された． 

一次避難所の中でも，梅林小学校は，被害が最も大き

かった地区にあり，最大 651 名が避難した．授業再開予

定日の 8月 29日で 500 名以上が残っている． 

本災害時に開設された 3 ヵ所は全て特別養護老人ホー

ム（以下，特養）であった． 

また，近隣にあったサービス付き高齢者向け住宅 a

（以下，サ高住 a）は任意で多くの避難者を受け入れて

いる．梅林小学校から直線距離で約 500m と，他の福祉

避難所よりも被災地に近くに位置しており，約 80名もの

避難者を受け入れた． 

最も被害が大きかった八木地区に一番近い福祉避難所

は特養 A で，地区内にある梅林小学校から直線距離で約

2.6kmである． 

さらに，二次避難所となった広島共立病院旧病棟（以

下，旧病棟）と公共の宿泊施設である神田山荘は，それ

ぞれ約 2.7km，約 6.8kmの距離に位置する． 

 

(3)要配慮者の避難先の状況 

安佐南区とその周辺地域は，1950年代から住宅化が進

んだ斜面住宅地であり，既に高齢化率も高く，自治会に

よっては70歳以上が6割を超えている．要配慮者の多くは

後期高齢者であり，福祉避難所への同行避難や開設要請

には，地域で活動するケアマネージャー（以下，ケアマ

ネ）が大きな役割を果たしている．中越沖地震でも，多

くの避難者の中から，混雑する雑居避難生活に耐えられ

ない要配慮者の一次避難所からスクリーニングは，ケア

マネが行なった．数は限られるが，精神疾患の障害者の

例では，生活相談員（社会福祉協議会）も重要なコーデ

ィネーター役を担っている． 

本災害における避難者の主な流れを図2のように整理し

た．一般的には，一次避難所に避難した後，要配慮者を

見つけ出して，福祉避難所へ移送する方式が想定されて

いるが，本災害では，深夜から早朝にかけての避難行動

となったことや，一次避難所へ行く経路への土砂流出や

冠水があったことから，自宅周辺から直接福祉避難所等

へ車で移送される例が多くなった． 

避難者に対して福祉的対応をとった福祉避難所等の開

図 1 被災地・避難所等位置図 
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設にあたっては，①行政が福祉避難所協定を結んでいる

施設に福祉避難所を開設することを要請したケース（特

養C），②事前に協定を結んでいたが，当初，行政から

開設の依頼がなく，要配慮者を移送したケアマネが行政

に掛け合って福祉避難所開設が実現されたケース（特養

B），③事前に協定を結んでおらず，行政に要配慮者の

受け入れを申し出た施設が福祉避難所として追認される

ケース（特養A）といった，あらかじめ福祉避難所協定

を締結していた例と協定がないまま認定された例があっ

た．また，今回の特徴的な動きとして，④近隣の福祉施

設や民間の事業所から任意受入の申し出がなされ，自主

的に避難者の避難生活場所を提供したケースもある．こ

れについては一部を除き，十分な調査が及んでおらず，

全てを把握出来ていない． 

 

 

３．一次避難所 

 

(1)福祉避難スペース（福祉避難室） 

全ての避難所でライフラインの被害はなかった．小学

校を使用した一次避難所では，学校は夏休み中で，教室

にはクーラーがついていたこともあり，避難者のほとん

どは教室を利用した．教室の割振りは，町内会や自治会

が仕切って，近所の人同士が同じ教室を利用という形を

とり，おおむね各教室に3家族程度となった．要配慮者も

その中で割振りされたと見られ，特に福祉避難スペース

として定めた場所は設けなかった．ただし，車イスの避

難者はトイレの横の部屋を利用出来るよう配慮した．体

育館は主にお茶などの物資保管，保健師の待機スペース

等に利用した． 

 

(2)要配慮避難者への個別対応 

①車イス使用者で起き上がり困難，②ペットとの同行

避難への2つの配慮が見られた．その他の要配慮者は特に

見当たらなかった．安佐南区職員の所感では，多くの要

配慮者は，家族やケアマネ等が親戚宅や福祉施設のショ

ートステイ等を手配して，一次避難所で避難生活を送ら

なかったとみられる． 

①について具体的には，一般の避難者は畳の上で毛布

利用のところを，車イスの避難者は段ボールベッドを利

用して起きやすく，車イスへ移行しやすいように工夫し

た．②について具体的には，梅林小学校では，ペットが

苦手な方やアレルギーの方にも配慮して，校舎の端の4階

の教室をペットと寝泊りできる部屋として開放した22)．

佐東公民館では，ペット同行避難者が数名いたため，そ

の場での話し合いによって調理実習室をペットと寝泊り

できる部屋として開放した．6つある調理台が視界を防ぎ，

犬同士が喧嘩をすることはほとんどなかったが，避難所

閉鎖後の掃除・消毒に労力を要した．また，八木小学校

では全24室ある教室に一般の避難者と分離せず同行避難

したところ，噛まれる等の問題も発生した． 

 

 

４．福祉避難所 
 

(1)開設・避難経緯 

福祉避難所を開設した特養 A，特養 B，特養 C の概要

を表 3 に示す．福祉避難所の開設を行政から依頼したの

は特養 C のみであった(7)．これは，一次避難所に，福祉

避難所への移送が必要な要配慮者がほとんどいなかった

ためである．特養 A は，福祉施設へ直接避難してきた人

を受け入れると行政へ申し出し，行政が福祉避難所制度

を活用するように勧めた．事前に福祉避難所の指定を受

けていなかったが，口頭で仮協定を結び，後日書類にて

正式に協定を結んだ．特養 B はケアマネから行政へ福祉

避難所の開設の要請があり，行政がそれを許可した．3

件とも施設自体に被害はなかったが，職員が数名被災し

た状態での開設であった．避難経緯は，福祉避難所を開

設した福祉施設を運営している法人の系列の居宅介護支

援事業所や地域包括支援センター等に所属するケアマネ

や，普段からの交流の中でその福祉施設が福祉避難所の

協定を結んでいることを知っていたケアマネが福祉施設

に避難者の受け入れを直接依頼し，自宅から福祉施設へ

搬送したケースが 7割以上であった． 

 

(2)避難者 

福祉避難所を開設した 3 施設へ，任意受入を含めて計

21 名が避難した（表 4）．内訳は，要支援・要介護認定

を受けている 12 名（内，マニュアルの基準に該当：2 名）

とその家族 2名，施設が費用負担する高齢者 6名と精神 

 

表 3 福祉避難所の概要 

※SS：ショートステイ，GH：認知症高齢者グループホーム 

 川内の里（特養 A） 春日野園（特養 B） 慈光園（特養 C） 

階数 4 階建て 4 階建て 地上 3階，地下 1階建て 

被災地との直線距離 

(梅林小学校から計測) 

約 2.6km 約 6.7km 約 4.6km 

定員 特養 80 床，SS20 床 特養 80床，SS16 床 特養 80床，SS34 床，GH18 床 

事前の福祉避難所指定 なし あり あり 

開設のきっかけ ケアマネから施設へ依頼 ケアマネから市区へ要請 消防から市区へ要請 

開設期間 8/20～21（2日間） 8/20～26（7日間） 8/20～25（6日間） 

受入数（内，任意受入） 17名（内，5名は任意） 1 名 3 名（内，2名は任意） 

図 2 要配慮者の避難受入状況 
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障害者 1 名である．また，精神障害者は犬との同行避難

であった． 

 

(3)使用スペース 

特養 A は利用者の了承を得て，相部屋にしてもらい，

最大で個室に 2 名，2 人部屋に 3 名，4 人部屋に 5 名と定

員を超えた受け入れを行なった．特養 B は全室満室であ

ったため，ショートステイのユニット内の廊下をパーテ

ィションで仕切り，寝泊りの空間を確保した．ベッドは

入居者の家族用の簡易ベッドを使用した．特養 C は，福

祉避難所として対応した 1 名は，福祉避難所指定を受け

ている特養が満室であったため，同じ敷地内の棟続きと

なっている認知症高齢者グループホームの空室で対応し

た．施設の費用負担で受け入れた高齢者 1 名はスタッフ

の休憩室を利用した．ペット同伴の障害者 1 名は，ペッ

トへの対応を考慮して，屋上庭園に面した娯楽室で対応

し，ソファをベッドに転用した． 

 

(4)任意受入を行なった状況 

福祉避難所として，施設は，避難者情報，受入日時，

受入経緯，日々の収容者状況，設備・備品の利用状況，

職員勤務状況など，詳細な書類を提出する必要がある．

避難者が 10名を超えた特養 Aでは書類作成のゆとりが

ないと判断し，福祉避難所を 2 日で打ち切った．その後，

避難者の負担を考えて，本来なら福祉避難所として受け

入れていた日までは施設の費用負担とし（施設独自に入

所日から 7 日間とした），その後，介護保険を適用して，

入居者負担となるショートステイ利用に移行した．(8)特

養 Cにおいては，避難者が短期で退所したこともあり，

また地域貢献の意識から，行政から依頼を受けた 1名以

外は福祉施設の費用負担で受け入れた． 

 

５. 要配慮者の任意受入施設 

 

(1)開設・避難経緯 

サ高住 a の概要を表 5 に示す．被災地域からは大きな

国道と小川を挟んでいたため，土砂は流れてこず，サ高

住 a に建物被害はなかった．災害発生当日に避難者の受

け入れを決め，市に申し出た(9)．新聞やテレビ等のマス

メディアを通して周知し，翌日から避難者の受け入れを

開始した．避難者から直接連絡が来てサ高住 a へ避難す

るケースもあったが，高齢者の多くは，ケアマネや地域

包括支援センターの紹介で避難した．通常時の職員数は

3～5 名程度のところを，避難者受入時は，近くにある同

法人のサ高住等の職員も融通して，15 名程度で対応した． 

 

表 5 任意受入をしたサ高住 aの概要 

 

 

 サ高住a 

建

物

概

要 

階数 5階建 

被災地との距離 

(梅林小学校から計測) 

約500m 

部屋数 個室74室 

二人部屋4室 

通常時職員数 3～5名 

受

入

概

要 

開設期間 8/21～10月下旬 

(予定では9/30まで) 

最大避難者数 42部屋78名（8/23） 

受入時職員数 15名程度 

食事 施設が費用負担をして

3食提供 

表 4 福祉避難所への避難者の経緯 
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(2)避難者 

施設が費用を負担する任意受入で，かつ，被災地から

の距離も近いため，最大時に 78名が避難した．全避難者

のうち，約 7 割が高齢者で，要介護 2 程度までの自立度

が比較的高い避難者が中心であった．高齢者を優先して

受け入れるという形で募集したが，乳幼児を含む要望の

あった全ての避難者を受け入れた．自立している避難者

は，日中は自宅の整理に出かけ，通所介護を受けている

避難者は通所介護施設の送迎車でデイサービス等に通っ

た． 

 

(3)使用スペース 

災害発生当日，全 74 部屋のうち，40 部屋以上が空室

であった．ベッドは同法人のサ高住等からの融通や，以

前から取引のあるレンタルベッド業者へ発注し，100 台

近くのベッドを準備した． 

 

 

６．二次避難所 

 

(1)開設・運営方法 

二次避難所の概要を表 6に示す． 

・広島共立病院旧病棟 

旧病棟は，8 月末で閉鎖され，遊休化していたため，

所有者である広島医療生活協同組合が避難所としての提

供を申し出た．市が県・国と協議し，二次避難所として

の活用に至った．旧病棟は本館，南館，東館の 3 棟あり，

そのうち，現行の建築基準法を満たす南館，東館が避難

所としての使用を認められた．広島市としては梅林小学

校の早期授業再開のための受け皿という考えもあった．

運営は，市区職員による避難収容班の 3～4 名が 24 時間

常駐して，人数確認，食事の配給，避難者の要望への対

応を行なった． 

・神田山荘（公共宿泊施設） 

東日本大震災では宿泊施設を二次避難所とすることで

生活環境改善の効果が認められ，本災害でも活用するよ

うに内閣府から指示が出た．そこで，当初は神田山荘を

含めた宿泊施設等 5 施設 24 部屋（最大 85 名分）が確保

された．最終的に二次避難所として活用されたのは公共

の宿泊施設である神田山荘（13 部屋 44 名分の空室確保）

のみであった．その他の宿泊施設等が利用されなかった

のは，以下の理由による． 

ⅰ．二次避難所への移動希望者が少なかった． 

ⅱ．報道関係者やボランティア等からの宿泊施設の需要

もあった． 

神田山荘では，災害救助法に則って運営が行なわれた． 

 

(2)避難者 

旧病棟へは最大時 25名，神田山荘へは 3組 4名が避難

した．これは，旧病棟，神田山荘ともに，収容可能人数

に対して少ない．その要因として，避難所と自宅との距

離が挙げられる．旧病棟は駐車場の確保が出来ない．神

田山荘は梅林小との直線距離が約 7km で車での移動に往

復 1 時間弱かかる．どちらも被災地と施設間の送迎バス

はあったものの，日中自宅の整理をしたい避難者にとっ

ては移動をためらう要因となった．おおむね，自宅との

距離よりも一次避難所の生活から抜け出したいと感じた

人が移動した． 

 

(3)使用スペース 

旧病棟では東館の 2 階のみ使用された．ベッドも置い

てあったが，マットレスが新病棟へ移動しており，段ボ

ールベッドの方が寝心地がよかった．そのため写真 1 の

ように段ボールベッドを使用することとなった． 

 

写真 1 旧病棟内の段ボールベッド 

 

 

 

表 6 二次避難所の概要 

 

  

 広島共立病院旧病棟 神田山荘（公共宿泊施設） 

きっかけ 広島医療生活協同組合からの申出 国（内閣府）からの指示 

主な目的 梅林小学校の早期授業再開 生活環境の改善 

開設期間 9/5～12/25（111 日間） 9/1～9/30（30日間） 

収容可能人数 100名程度 13部屋 44名 

避難者数 最大時 25名 3組 4名 

被災地との直線距離 

（梅林小学校から計測） 

約 2.7km 約 6.8km 

送迎バス あり（被災地へ 1日 3往復） あり（民間バス会社が任意提供） 

職員の配置 あり なし 

運営主体 広島市 神田山荘 

物資支給 あり（一次避難所と同様） なし 

食事 広島市が提供 神田山荘が提供 
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７．調査結果から得られた課題 

 

調査結果から得られた主な課題について以下に示す． 

・不十分なバリアフリー仕様 

一次避難所内の福祉スペースに関して，本災害では車

イスの避難者はトイレ横の教室へ融通することと，ペッ

トとの同行避難者に対して教室を確保した程度で，要配

慮者のために特別に空間を設けることはなく，バリアフ

リー仕様ではなかった． 

・要配慮者受入環境の整備 

福祉避難所のキャパシティの問題として，福祉施設で

は地域交流スペース等の面積から福祉避難所としての受

入可能人数を決めており，ベッドは余分に用意していな

い場合が多い．今回の災害で福祉避難所を開設した福祉

施設に空き部屋はほとんどなく，相部屋や廊下をパーテ

ィションで仕切る等の工夫を行ない，要配慮避難者のベ

ッドは，入居者の家族向けとして備え付けてあったもの

を転用して対応している．福祉避難所を開設した特養の

中で，受け入れ数が最も多かった特養 A では，入居者の

入院やショートステイ受け入れ停止などにより余剰ベッ

ドを確保する等の工夫が必要であった． 

・ケアマネの介在効果 

市の地域防災計画と対比させつつ，要配慮者の避難空

間の利用実態を図 3に再整理した． 

広島市に限らず一般に多くの福祉避難所設置・運営マ

ニュアル 23)では，要配慮者が一旦，一次避難所へ避難し

た後に，保健師によって必要と判断された場合にのみ福

祉避難所へ移送される手順が示されている．一次避難所

へ避難することが困難な要配慮者であっても円滑に福祉

避難所で受け入れられるよう，運用にあたってはコーデ

ィネーター間のニーズ調整機能が必要である．今回の災

害では，日頃からデイサービスや在宅介護を受けている

高齢者は，施設やケアマネ主導により，一次避難所を介

さず，自宅から直接福祉避難所へ移動した点が注目され

る． 

東北地方太平洋沖地震では，周辺一般住民も含め，直

接福祉避難所へ避難し，定員を大幅に超えて受入れた状

況にあったが，本災害で特例的な対応が有効であった背

景としては，福祉避難所への避難者数は定員以下で，全

員を受け入れ可能であり，大きな混乱は起こらなかった

ものと思われる．自宅を離れたがらない高齢者にとって，

顔見知りによる避難の促しは，福祉避難所へのスムーズ

な避難行動に効果があったと推測される． 

 

図 3 要配慮者の避難空間 

・福祉避難所運営者の事務負担 

福祉施設は，職員が被災する等の支障をきたしながら，

通常業務に加え，福祉避難所を運営することとなった． 

10 名を超える避難者を福祉避難所として受け入れた特

養 A では，福祉避難所運営時の資料作成が大きな負担と

回答しており，何らかの対応が必要であろう． 

・民間施設活用に伴う費用負担 

今回，民間施設等においても避難者の任意受入を行な

った事例が報道されているが，民間企業が運営すること

の多いサ高住等は，元々，福祉避難所として行政が想定

しておらず，充分な検討も行われていない．そのため，

今回はサ高住 a で多くの避難者を受け入れた他，民間施

設での任意受入をした事例に対して，災害救助法に基づ

く運営費用が支出されることはなく，受け入れ施設が負

担する結果となっている． 

 

 

８．今後の展望 

 

今後の展望について以下に示す． 

・多様な避難空間の確保 

より環境のよい避難スペースの確保が望まれる中，サ

ービス付き高齢者向け住宅の空室を有効に活用できた例

は注目すべき対応と思われる．サ高住は民間企業が運営

するものも多いため，行政による避難場所の指定先とし

て考えられたことはなかったが，今後，福祉避難所等の

候補として検討していく余地がある． 

一方，東北地方太平洋沖地震時と同様，宿泊施設等を

活用した二次避難所も開設され，小学校の授業再開の受

け皿として有効に機能し，一次避難所での生活に疲れた

避難者をより良い環境で受け入れることが出来た．今後，

地域防災計画において，場所の選定，事前協定等を進め

ていく必要性が再認識される． 

・コーディネーターの確保 

今回，福祉避難所への移送の判断にケアマネが一定の

役割を果たしたとはいえ，介護保険サービスを受けてい

ない高齢者や，障害者等への対応も含めて，専門的人材

の広がりは十分とは言えず，今後の課題である．生活支

援が必要な避難者や，避難生活の中で体調を崩した人を，

福祉避難所や病院等へ移送するか否かを見極める医療・

介護スタッフの育成が必要である． 

西野・大西・袁の研究 24)では，2003 年宮城県北部地震

において，病院入院患者が近隣の特養へ移送され，重篤

な患者でなければ，後方移送する以外に，近くの福祉施

設でケアする選択肢もあることが示されており，病院と

福祉施設の災害時連携の重要性を提言している．本災害

においても，地域における医療と福祉の相補関係の大切

さが再認識できる． 

行政，居宅介護等の支援団体，障害の生活相談員，民

生委員・児童委員，保健師等が連携し，気軽に相談でき

るネットワークづくりの中で，日頃からスムーズに避難

を進めるための情報共有を行なうことも重要である． 

・後方支援体制の確保 

福祉避難所の開設にあたって必要とされる様々な運営

負担に対し，行政から後方支援のためのマンパワーを派

遣できるような仕組みづくりが必要である．支援内容と

して，ヘルパー等の直接的支援と，事務・資料作成等の

間接的支援がある．被災した時に福祉の立場から何をし

なければならないかを把握し，福祉避難所開設に伴う申
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請手続き等を代行する人材の確保が急務である． 

こうした体制づくりのためには，全国的な規模で人材

育成を図り災害時に活用するための財源を確保し，必要

な福祉ネットワークを構築することが求められる． 

 

 

補 注 

 

(1) 2014 年 8 月に発生した広島市の土砂災害は，気象庁名では

「平成 26 年 8 月豪雨」だが，本研究では，内閣府防災担当で使

用している「広島土砂災害」を採用することとする． 

(2) 一次避難所（小・中学校，公民館等）等の中で，専門性の

高いサービスは必要としないものの，通常の一次避難所等では

避難生活に困難が生じる要配慮者が避難するスペースのことを

言う．本研究において，「福祉避難スペース」と表記する． 

(3) 障害の程度の重い者など，より専門性の高いサービスを必

要し，「地域における身近な避難場所」では避難生活が困難な

要配慮者が避難するスペースのことを言う．本研究において

「福祉避難所」と表記する． 

(4) 本研究において，二次避難所とは，避難生活の長期化に伴

い，何らかの理由で一次避難所から二次避難した先の避難所の

事を指す．ここでは，対象者を要配慮者（またはその家族）と

限定しない． 

(5) 一次避難所とは，災害時に避難し一定期間生活する場所の

事であり，広島市の地域防災計画内における生活避難場所を指

す． 

(6) 広島土砂災害においては，災害関連死 1 名とされている．

この方は，生き埋めから救出後，重傷者として病院に搬送され

入院中のところ，災害から約 7 か月後の 2015 年 3 月に肺炎のた

め死亡され，関連死として認定されたものであり，福祉避難所

対応の遅れに起因する関連死はなかった． 

(7)特養 C は事前に福祉避難所の協定を結んでいたことで，行政

から要配慮者の受け入れを依頼しやすかった．一方，特養 A は

事前に福祉避難所の協定を結んでいなかったため，行政から福

祉避難所について説明をするのに時間を取られた．ただし，福

祉避難所を運営する中で，事前の協定の有無による対応の差異

は見当たらなかった． 

(8)特養 A は，施設側の都合で福祉避難所を早く閉鎖することを，

避難者に対して申し訳なく思い，福祉避難所の協定を参考に，

避難した日から 7 日間は避難者の負担がないよう，任意受入と

した．この 7 日という日数に対し，サ高住 a 等長期間任意受入

をした施設もあったことから，ケアマネ等から短いのではとい

う声も挙がった． 

(9)サ高住 a は地域貢献の意識から，好意で避難者を受け入れる

つもりで，行政へ任意受入をすると連絡した．連絡をした際，

一次避難所や福祉避難所を担当していた部署と二次避難所を募

集していた部署が異なり，上手く情報が行き届かなかったため，

二次避難所として活用するという提案はなされなかった． 
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